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（開示事項の経過）東証スタンダード市場への市場区分変更承認に関するお知らせ 

 

当社は、2025年8月28日に開示しました「スタンダード市場への市場区分変更に向けた準備開始に関す

るお知らせ」に関しまして、本日、2026年1月21日付けで東京証券取引所の承認を受けましたのでお知ら

せ致します。 

 

また、当社は2021年12月28日にグロース市場の上場維持基準への適合に向けた計画を作成し、その後

の上場維持基準への取組みを開示し、お知らせしておりましたが、本日付けで同計画を取り下げること

としました。 

 

なお、当社株式は、2026年1月28日をもちまして、東証グロース市場から東証スタンダード市場へ変更

される予定であります。 

 

これもひとえに、株主の皆さまをはじめ、多くの関係者の皆さまからのご支援の賜物と心より感謝申

し上げます。 

 

 

記 

 

 

１. スタンダード市場への変更の背景 

 

当社は、5年や3年といった年間の期間契約で、収益は契約金額の一括計上をしない、月額の期間計上を

行うストックビジネスであり、持続的に堅実で安定的な成長に取り組んで参りまいりました。また、ネッ

トワークセキュリティという社会インフラの分野において、官公庁、大学、病院、企業等の組織へのサー

ビスをコアビジネスとする当社は、スタンダード市場へ変更することにより、短期的な目標達成にとど

まらず、より高い社会的使命を果たせるものと考えております。 

なお、当社は市場区分変更以後も中期業績目標、成長に向けた重点施策、東証が推進する「資本コスト

や株価を意識した経営」の取組みを推進し、企業価値の向上を目指してまいります。 

 

 

２．スタンダード市場への上場維持基準の適合状況 

 

当社のスタンダード市場の上場維持基準の適合状況は以下の通りであり、スタンダード市場への区分

変更の申請直前時点で、同市場の上場維持基準項目について、全て適合しております。今後、上場維持基

準の判定日時点で、各項目がいずれかに適合しない状況にならない限り、「上場維持基準への適合に向け



た計画」の作成及び開示をする必要はございません。 

 

■スタンダード市場の上場維持基準への適合状況 

 株主数 流通株式数  
流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率※3 
月平均売買高 純資産 

当社の状況 

2025年9月末

時点 

4,265人 
43,553単位

※3 

14.5億円

※1 

56.6％ 

※3 

37,674単位

※2 
12.2億円 

上場維持基準 400人以上 
2,000単位 

以上 
10億円以上 25％以上 10単位以上 正 

適合状況 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

※1 承認日（1月21日）の2営業日前の日以前1ヶ月間の最低終値株価に流通株式数を乗じております。 

※2 月平均売買高は、2025年7月1日から2025年12月31日までの6ヶ月間における東証での売買高を月平均売買高とし

て算出しております。 

※3 東京証券取引所「時価総額算定書」の計算式により、算出しております 

 

 

以上   


